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弥生株式会社株式の譲渡に関するお知らせ

 

当社は、平成 19 年 8月 23 日の当社取締役会において、当社の保有する弥生株式会社（以下、「弥生」

といいます。）の全株式（以下、「本件譲渡株式」といいます。）を、MBK パートナーズ（日本における

代表者：静永賢介、以下、「MBKP」といいます。）が運用するファンド（MBK PARTNERS, L.P.）が全額出

資する特別目的会社である株式会社 MBKP1（以下、「MBKP1」といいます。）に譲渡すること（以下、「本

件株式譲渡」といいます。）に関して、当社及び MBKP1 との間で株式譲渡契約書（以下、「本契約書」と

いいます。）を締結することを決定し、同日中に MBKP1 との間で本契約書を締結致しましたので、下記

の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 株式譲渡の目的及び経緯 

当社は、平成 18 年 1 月の所謂「ライブドア事件」以降、選択と集中を含めたグループ経営戦略の

見直しを進め、コア事業として位置付けたインターネット関連事業を平成 19 年 4 月 2 日の会社分割

により株式会社ライブドアとして法人化して当社グループの中核に据える一方で、当社はグループを

統括する持株会社として、傘下のノンコア事業や子会社に関しては第三者への譲渡等による整理を進

めて参りました。 

平成 16 年 12 月の簡易株式交換により当社の完全子会社となった弥生は、中小法人・個人事業者向

け業務用ソフトウェア業界における圧倒的なブランド力、60 万社を超える累計登録ユーザー及び 13

万社を超える有償サポートユーザーという安定的な経営基盤を背景に、上記「ライブドア事件」以降

も順調にシェア及び業績を拡大し、平成 18 年 9 月期においては売上高約 87.5 億円、営業利益約 37.4

億円と過去最高益を達成するに至っております。平成 18 年 12 月開催の当社定時株主総会において新

経営体制が発足して以降、当社は今後の経営戦略における弥生の位置付けを模索する一方、当社に対

しては弥生の譲り受けに係る数多くの打診が寄せられておりました。 

このような状況の中で、当社は、十分な経済的対価を得られることを最終的な譲渡決定の前提条件

として、弥生の売却プロセスを開始する方針を決定し、UBS 証券会社（以下、「UBS 証券」といいます。）

をフィナンシャル・アドバイザーに任命し、国内外を問わず、ストラテジック・バイヤー（事業会社

等）やフィナンシャル・バイヤー（金融機関、投資ファンド等）を含めて 100 社を超える潜在的買い



 

手候補に打診し、複数回の入札手続きを経た厳正なるオークション・プロセスを実施致しました。当

該オークション・プロセスを通じ、弥生の価値に対して市場から極めて高い評価を得られているとい

う認識を得た上で、デュー・ディリジェンスの実施を含めた最終プロセスを行った結果、最終プロセ

スに残った数社のうち、金額条件を含めて最良の条件を提示した MBKP を、弥生の最終的な譲渡先に

選定致しました。また、MBKP の提示した条件にて、当社が現時点で弥生を譲渡することの妥当性に

ついても、現在の経済情勢やその見通し、当社グループにおける弥生の戦略的重要性並びにシナジー

効果等を総合的に判断し、この度 MBKP1 との間で本契約書を締結するに至っております。 

 

２． 株式譲渡の内容 

当社は、本契約書に基づき、本件譲渡株式 200 株を平成 19 年 9 月 28 日（予定）に MBKP1 に 1

株当たり 3 億 5,500 万円にて譲渡致します（譲渡対価の総額は 710 億円であり、以下、「本件譲渡

対価」といいます。）。尚、当社は本件株式譲渡に先立って、弥生より 30 億円の特別配当（以下、

「本件特別配当」といいます。）を受けることを予定しております。上記の本件譲渡対価は、本件

特別配当の実施を前提とした金額です。尚、当社はフィナンシャル・アドバイザーである UBS 証券

より、本件譲渡対価の妥当性に係るフェアネス・オピニオンを取得しております。 

 

３． 弥生の概要 

（１） 商 号 弥生株式会社 

（２） 代 表 者 飼沼 健 

（３） 本 店 所 在 地 東京都千代田区神田紺屋町 17 番地 SIA 神田スクエア 

（４） 設 立 年 月 日 平成 12 年 8月 25 日（昭和 53 年創業） 

（５） 主 な 事 業 内 容 業務用ソフトウェア及び関連サービスの開発・販売・サポート 

（６） 決 算 期 9 月 

（７） 従 業 員 数 425 名（契約・派遣社員を含む、平成 19 年 3 月 31 日現在） 

（８） 資 本 金 10,000 千円（平成 19年 3月 31 日現在） 

（９） 発行済株式総数 200 株（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

（10） 大株主構成及び議決権比率（平成 19年 3 月 31 日現在） 

氏名又は名称 持株数 議決権比率 

株式会社ライブドアホールディングス 200 株 100％

（11） 最近事業年度における業績の動向 

決 算 期 平成 18 年 9月期 平成 19 年 3月中間期 

売 上 高 8,746,123 千円 4,898,005 千円

営 業 利 益 3,738,068 千円 1,941,900 千円

経 常 利 益 3,741,978 千円 1,951,650 千円

当 期 （ 中 間 ） 純 利 益 2,181,844 千円 1,129,548 千円

 ※ 弥生は平成 18 年 12 月に、当社に対して 654,554 千円の配当を実施しております。 



 

 

４． 譲渡先（MBKP）の概要 

MBKP は、平成 17 年 3 月に、米国大手投資会社カーライル・グループのアジア地域における出身

者が主体となって設立された、東アジア地域に特化した独立系プライベート・エクイティ・ファー

ムです。アジアにおけるプライベート・エクイティ投資の 2大市場である日本と韓国、それに将来

的に極めて有望な中国を加えた 3 市場に特化した地域密着型の投資戦略を標榜し、平成 18 年 6 月

30 日に募集を完了した第 1号ファンド（MBK PARTNERS, L.P.）の運用規模は約 15.6 億米ドル（約

1,800 億円）を誇ります。同ファンドには、日本や韓国はもとより、北米、欧州、中東及びアジア

の広範囲な地域の機関投資家が資金を提供しております。MBKP は、既に韓国及び中国において、

BEIJING BOWEI AIRPORT SUPPORT（中国最大の空港施設メンテナンス企業）、HANMI CAPITAL（韓国

を代表するリース会社）、HK MUTUAL SAVING BANK（韓国第 2位の mutual saving bank）及び CHINA 

NETWORK SYSTEMS（台湾最大のケーブルテレビ事業者）への投資実績を有しております。 

同社の日本における代表者である静永賢介氏は、リーマン・ブラザーズ証券にて投資銀行部門の

責任者（マネージング・ディレクター）を務めた後、シュローダー・ベンチャーズ（現在の MKS

パートナーズの前身）の代表取締役ゼネラル・パートナー及びカーライル・グループの日本におけ

る代表者（マネージング・ディレクター）を歴任する等、プライベート・エクイティ投資及び投資

銀行業務分野において豊富な経験と幅広いネットワークを有しております。 

MBKP は、弥生の現有する様々な優位性を最大限に活用すると共に必要に応じて追加的なサポー

トを提供、成長可能性を実現するべく、本件株式譲渡後、現経営陣及び従業員との協力関係の下、

将来の株式上場も視野に入れつつ、中期的な企業価値向上の為の諸策の策定に取り組む方針です。 

 

５． 株式譲渡の対価 

当社は、本契約書に基づき、本件譲渡株式 200 株を MBKP1 に譲渡し、本件譲渡対価として総額

710 億円を受領する予定です。 

 

６． 株式譲渡の日程 

平成 19 年 8月 23 日 本契約書の締結日 

平成 19 年 9月 28 日 本契約書に基づく本件株式譲渡日（予定） 

 

以  上 


